　　　
　　　柏市緑地保全等活動団体支援事業補助金交付要綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　制定　令和２年　６月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　施行　令和２年　６月２５日
　（趣旨）

第１条　この要綱は，柏市緑地保全等活動団体支援事業補助金の交付の申請等に関し必要な事項を定めるものである。

２　補助金の交付に関しては，柏市補助金等交付規則（昭和６０年柏市規則第２９号。以下「規則」という。）その他法令等に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。

　（補助金の交付目的）

第２条　この補助金は，森林整備等の活動を行う市民団体等に対し，補助金を交付することにより，柏市森林環境譲与税基金条例第１条に規定する基金の設置目的の推進を図り，柏市緑の基本計画の基本方針である市民等との協働による良好な緑を持続していくことを目的とする。
　（定義）

第３条　この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。

　(1) 森林　森林法（昭和２６年６月２６日法律第２４９号）第２条第１項に規定する土地及びその土地の上にある立木竹をいう。

　(2) 市民団体　２名以上で構成される専ら市民公益活動を行う法人その他の団体のうち，本市に主たる事務所等を有し，本市に

　　おいて活動を行うものをいう。

　（対象）

第４条　補助金交付の対象とする活動（以下「対象活動」という。）は，次に掲げるものとし，補助金交付を受けようとする場合は，このうち２以上の活動を行うものとする。

　(1) 対象活動　市民団体が，森林で行う次に掲げる活動をいう。

　　ア　清掃

　　イ　除草

　　ウ　剪定

　　エ　間伐

　　オ　危険樹木等の報告

２　補助金交付の対象とする経費（以下「対象経費」という。）は，次に掲げるものとする。

　(1) 交通費 団体の活動拠点等から活動箇所までの移動に要する費用

　(2) 物品購入費　活動に使用する資材費，機械器具費，事務用品費

　(3) 保険料　活動を行う者の傷害保険料など

　(4) 講習費　活動に係る機械の取扱講習費，安全講習参加費など

　（補助金の額）

第５条　補助金の額は，５０，０００円を限度（１，０００円未満の端数があるときは，端数切り捨て）とし，市長は予算の範囲内において補助する。

２　補助金の率は，対象経費の１０分の１０とする。

　（申請）

第６条　規則第２条第１項の規定により補助金の申請をしようとするときは，市長が定める期日までに申請書を市長に提出しなければならない。

２　申請者は，前項の規定により申請するときは，当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち，消費税法（昭和６３年法律１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率に乗じて得た金額との合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下，「消費税仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし，申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないものについては，この限りではない。

３　補助金の申請をしようとする者は，同一年度に複数の事業を申請することができない。

　（交付決定）

第７条　市長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を精査し，適正と認めたときは，補助金等の交付決定をするものとする。

２　市長は，前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは，補助金の交付に係る事項に修正を加えて交付決定をすることができる。
３　市長は，第６条第２項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては，補助金の額の確定において当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額する旨の条件を付して，交付の決定を行うものとする。

　（標準処理期間）

第８条　申請書の提出から補助金の交付の可否の決定までに要する標準的な期間は，１４日とする。

　（実績報告）

 第９条　補助事業者は，当該補助事業等が完了したとき（廃止の承認を受けたときを含む。）はその完了した日から起算して３０日を経過する日又は補助金等の交付決定に係る会計年度が終了する日のうちいずれか早い日までに，補助金等実績報告書に掲げる書類を添えて，市長に報告しなければならない。

２　第６条第２項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は，前項の規定による実績報告を行うに当たって，当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には，当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

　（実績報告書添付書類）

第１０条　規則第１２条に規定する市長が別に定める書類は，次に掲げるものとする。

　(1) 対象経費に係る領収書等の写し

　(2) 対象事業の実施状況の写真

　（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還金）

第１１条　補助事業は，補助事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額 が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は，消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに，遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに市長に報告しなければならない。ただし，当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合には，この限りではない。なお，補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社，一支所等）であって，自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず，本部（又は本社，本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は，本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また，当該補助金に係る消費税仕入控除税額があることが確定した場合には，当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

　（概算払）

第１２条　市長は，必要があると認めるときは，補助金を概算払により交付する。

　（補則）

第１３条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

　　　

　　　附　則

　（施行期日）
　この要綱は，令和２年６月２５日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は，令和３年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は，令和８年４月１日から施行する。


